別紙１
誓約書

読谷村長　殿

令和　　年　　月　　日
指定管理候補者
団 体 名　
代表者名　　　　　　　印

渡慶次学童クラブにおける指定管理者の申請を行うにあたって、以下のとおり誓約します。

記

１．提出する申請書類に偽りがないこと。

２．指定管理者の候補者として、次の資格要件を満たしていること。
（1）読谷村内で放課後児童クラブ又はそれに類する事業を実施している法人、若しくは団体等であること。
（2）破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。
（3）会社更生法及び民事再生法等による手続きをしていないこと。
（4）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものでないこと。また、読谷村暴力団排除条例
　　（平成23年９月26日条例第９号）の定めるところによる。
（5）地方自治法施行例第167条の４第２項の規定により本村における一般競争入札等の参加を制限されていないこと。
（6）村から指名停止措置を受けていないこと。
（7）市町村税、都道府県税、国税、国民健康保険税（法人格を有しない団体または個人の場合は
[bookmark: _GoBack]代表者対象）、滞納のない証明書、ただし証明書は申請日３カ月以内に発行され
たもの
（8）本公募に応募しようとうする日から過去１年以内に、指定管理者の責めに帰すべき理由により、指定管理者の指定の取り消しを受けていないこと。

３．指定管理者の候補者として、協定書の締結や事務の引き継ぎに係わる本村の求めに応じるとともに、当団体等の負担により必要な準備を行います。

４．なお、当該誓約内容に反することとなった場合、これまで当団体が費やした費用を賠償することなく、指定管理者選定手続きを継続する資格を本村が一方的に剥奪する権利を有することに合意します。

５．候補者が自らの都合で指定管理者の候補者を辞退するときは、文書により本村に通知します。
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